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５疾病・５事業及び在宅医療の医療体制 

 

がんの医療体制

○手術、放射線療法、化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療の実施
○がんと診断された時からの緩和ケア、緩和ケアチームによる専門的な緩和ケア
○身体症状、精神心理的問題の対応を含めた全人的な緩和ケア 等

※ がん診療連携拠点病院等においては、
院内がん登録、相談支援体制、地域連携支援 等

○精密検査や確定診断等の実施 ○診断時からの緩和ケア
○診療ガイドラインに準じた診療 ○疼痛等身体症状の緩和、精神
○専門治療後のフォローアップ 心理的問題への対応 等

紹介・転院・退院時の連携

○緩和ケアの実施

○生活の場での療養の支援
○緩和ケアの実施 等

標準的ながん診療

一般病院または診療所

在宅療養支援診療所、
歯科診療所、訪問看護
ステーション、薬局 等

在宅療養支援

在宅療養支援
○がん発症リスク低減
○検診受診率の向上

予 防

早
期
発
見

在宅等での生活

がん診療連携拠点病院、がん診療連携推進病院

専門的ながん診療

緩和ケア病棟
専門的な緩和ケア

経過観察・合併症併発
・再発時の連携

緩和ケアがん治療

時間の流れ

医

療

機

能
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○ 急性心筋梗塞
の発症予防

発症予防

・ 患者の来院後３０分以内に専門的な
治療を開始

・ 合併症や再発の予防、在宅復帰の
ための心臓リハビリテーションを実施

・ 再発予防の定期的専門的検査を実
施

急性期

救
急
搬
送

発症

時間の流れ

医

療

機

能

救
急
要
請

経過観察・合併症併発・再発の連携

・ 再発予防の治療や基礎疾患・
危険因子の管理を実施

・ 在宅療養を継続できるよう支
援

再発予防

・ 再発予防の治療や基礎疾患・
危険因子の管理を実施

・ 合併症や再発の予防、在宅復
帰のための心臓リハビリテー
ションを入院又は通院により実
施

・ 在宅等生活の場への復帰を支
援

・ 患者に対し、再発予防などに
関し必要な知識の教育

回復期

退院、通院、在宅療養支援

急性心筋梗塞の医療体制

在宅等での生活
ケアハウス、有料老人ホーム等
多様な居住の場を含む

退院時連携

救急告示病院等

一般病院又は診療所等 一般病院又は診療所等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間の流れ

血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
不
可
）

（
優
）

○ 血糖コントロール不可例に対する指標改善
のための教育入院等、集中的な治療の実施

専門治療 ○ 糖尿病の慢性合併症の専門的な治療の実施

慢性合併症治療

○ 糖尿病昏睡等 急性合併症の治療の実施

急性増悪時治療

転院・退院時連携

血糖コントロール不可例の連携 紹介時・治療時連携

健康診査
等による糖
尿病の早
期発見

糖尿病の医療体制

紹介・
治療時
連 携

○ 糖尿病の診断・治療及び生活習慣病の指導

○ 良好な血糖コントロールを目指した治療の実施

○ 糖尿病合併症の評価

初期・安定期治療

治療時連携

治
療
時
連
携

歯科医療機関

（歯科診療所、歯科
を標榜する病院）
・歯周病対策の実施

・糖尿病網膜症 ・糖尿病腎症 ・糖尿病神経障害

一般病院又は診療所等

一般病院又は診療所等

一般病院又は診療所等

救急告示病院等



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民等】

○ 救急搬送要請及
び救急蘇生法

【救急救命士等】

○ 救急救命士の適
切な活動

○ 適切な救急医療
機関への直接搬
送

救 護

発
症

時間の流れ

重

症

度

搬
送
時
連
携

○在宅等での療養
を望む患者に対す
る退院支援

○ 合併症、後遺症の
ある患者に対する
慢性期の医療

救命期後医療

救急医療の体制

在宅等での生活

三次救急医療

三次救急医療を担う病院

○傷病者の状態に応じ
た適切な救急医療

○ 24時間365日の救急搬
送受入（複数診療科に
わたる重篤な救急患者）

二次救急医療

救急告示病院

病院群輪番制参加病院

○ 24時間365日の救急搬
送受入

○傷病者の状態に応じ
た適切な救急医療

○ 傷病者の状態に応じた適切な救急医療

初期救急医療

休日・夜間急患センター

在宅当番医制等の初期救急医
療に参加する医療機関

転
院
時
連
携

 

 

精神疾患の医療体制

○障害福祉サービス
○職場復帰支援 等

【治療～回復】

障害福祉サービス

事業所、相談支援事
業所、ハローワーク等

○服薬中断防止

【社会復帰（外来）】

精神科病院外来、外来デイケア
精神科診療所
訪問看護ステーション
薬局 等

時間の流れ

重
症
度
・生
活
障
害
程
度
（・社
会
的
緊
急
度
）

○スクリーニング
○初期治療

初期・かかりつけ医治療

一般の医療機関

県医師会「うつ病・自殺予防
協力医及びうつ病治療登録
医制度」の登録医 等

○初期評価・治療
○適切な治療への振り分け
○治療抵抗性の判断

初期評価

精神科病院、精神科診療所、
認知症専門医療機関 等

全県拠点病院1カ所、地域拠点病院3カ所、輪番制当番病院11カ所

発症予防・自殺予防・社会復帰支援（地域保健･学校保健･産業保健等）

○精神障害者の身体
合併症

○身体疾患患者の精
神疾患

○重度患者

身体合併症

・精神病床を有する
総合病院 等

発
症

（早
期
発
見
・治
療
方
針
決
定
）

【精神科救急】

【予防】

【ア
ク
セ
ス
】

【身体合併症、専門
医療等】の場合

連携

連携

連携

＜自院患者への対応＞

○高次脳機能障害
○児童精神科 等

専門医療

連携

精神科救急情報センター

地域の医療機関

主治医のいる
医療機関

地域拠点病院また
は輪番制当番病院

全県拠点病院
通院中の
患者

新規の
患者

患者 医療機関紹介

相談

受診･相談

受診･相談

秋田県精神科救急医療体制

入院治療

連携

連携

連携

連携

連携
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県内

広域搬送拠
点臨時医療
施設(SCU)

災害拠点病院

日本赤十字社
秋田県支部

DMAT
指定病院

秋田県医薬品卸業協会
秋田県医療機器販売業協会
秋田県赤十字血液センター

秋田県医師会、秋田県歯科医師会
秋田県薬剤師会、秋田県看護協会

日本赤十字社秋田県支部

災害医療対策本部

県外の
DMAT
救護班

地域災害医療対策本部

救護所・避難所等

地域災害医療センター 災害協力機関

被災二次医療圏

連絡・調整 連絡・調整

連絡・調整

連絡・調整重篤患者搬送

補完

DMAT・救護班派遣

救護班派遣

DMAT
救護班
派遣

県外へ
患者搬送

連絡・調整

派遣要請

DMAT
救護班
派遣

連絡・調整連絡・調整

医薬品等供給

患者搬送

災 害 医 療 の 体 制

連絡・調整

へき地医療の医療体制

へ き 地

○無医地区等における保健指導の提供

○無医地区等における地域住民の医療確保

○24時間365日対応できる体制の整備

○専門的な医療や高度な医療へ搬送する

体制の整備

へき地診療

へき地診療所、過疎地域等特定診療所

巡回診療を行うへき地医療拠点病院

無医地区等に設置された診療所

○巡回診療

○研修の実施、研究施設の提供

○遠隔診療

○24時間365日の医療アクセス体制

○高度の診療機能による援助

へき地診療の支援

秋田県へき地医療支援機構

へき地医療拠点病院

救急告示病院

患者輸送事業に協力する医療機関

○へき地保健医療計画に基づく施策の実施

行政機関等による支援

緊急処置時
の連携

巡回診療

代診医派遣、
技術指導

○無医地区等における保健指導の提供

保健指導

へき地診療所、過疎地域等特定診療所

巡回診療を行うへき地医療拠点病院

無医地区等に設置された診療所

秋田県へき地医療支援機構

県、関係市町村
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分
娩
及
び
新
生
児
の
リ
ス
ク

周産期医療の体制

○ 主に正常妊娠・分娩、正常新生児、軽度異常の診察、治療

分娩を取り扱う病院・診療所

○ リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療
○ 周産期医療システムの中核としての地域の周産期医療施設との連携
○ 周産期医療情報センター

総合周産期母子医療センター
○ 周産期医療に関する研究
○ 高度先進医療の提供
○ 周産期医療を担う人材の育成

周産期医療研究機関

母体・新生児搬送

母体・新生児搬送

○ ハイリスク妊娠や胎児異常等が想定される母子の診察、治療

○ 地域の病院・診療所からの医療相談への対応、転院要請の引受

二次病院

○ 周産期に係る比較的高度な医療行為

○ ２４時間体制での周産期救急医療

地域周産期母子医療センター

母体・新生児搬送

母体・新生児搬送

母体・新生児搬送

秋田赤十字病院

大館市立総合病院・平鹿総合病院

秋田大学医学部附属病院

 

 

 

療養・療育を要する
小児の退院支援

緊
急
手
術
等
を

要
す
る
場
合
の
連
携

小児医療の体制

時間の流れ

医
療
機
能
（
重
症
度
）

○ 高度な専門入院医療の実施

○ ２４時間体制での小児の救命救急医療

高度小児専門医療
小児救命救急医療

・秋田大学医学部附属病院

重
篤
な
小
児
患
者
の
紹
介

○ 初期小児救急の実施

・救急告示病院
・休日夜間急患センター
・初期小児救急医療を実施、又は、参加
する診療所・ 病院

初期小児救急医療

○ 地域に必要な一般小児医療の実施

○ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支援

一般小児医療
・小児科を標榜する診療所
・小児科を標榜する病院

参画

○ 小児専門医療の実施
○ 入院を要する小児救急医療の２４時間
体制での実施
○ 一般の小児医療を行う機関では対応
が困難な患者に対する医療を実施

・入院を要する小児救急
医療を24時間365日体制
で実施可能な病院

小児専門医療
入院小児救急

【行政機関】
○ 小児救急電話相談事業

（＃8000）
【消防機関】
○ 適切な医療機関への搬送

相談支援

療養・療育を要する
小児の退院支援

発
症

常時の監視等
を要する患者

高度専門的な医療
等を要する患者
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○入院医療機関と在宅医

療に係る機関の連携に

よる退院支援の実施 

 

退院支援 

【関係機関の例】 

・病院・診療所 

・歯科診療所 

・薬局 

・地域包括支援センター 

・訪問看護ステーション 

・居宅介護支援事業所 等 

日常の療養支援 

○多職種協働により、リハビリ、薬剤管理指導、栄

養指導等を含む、患者の状態に応じた医療の提供 

○緩和ケアの提供 

○介護している家族への支援 

 
【関係機関の例】 

・病院・診療所（訪問リハ、栄養指導等含む） 

・歯科診療所 ・薬局 

・地域包括支援センター ・訪問看護ステーション 

・居宅介護支援事業所 等 

急変時の対応 

○在宅療養者の病状急変時における緊急往診体制 

及び入院病床の確保 

【関係機関の例】 

・病院・診療所 ・歯科診療所 ・薬局 

・地域包括支援センター ・訪問看護ステーション 

・居宅介護支援事業所 等 

看取り 

○住み慣れた自宅や介護施

設等、患者が望む場所で

の看取りの実施 

【関係機関の例】 

・病院・診療所 

・歯科診療所 

・薬局 

・地域包括支援センター 

・訪問看護ステーション 

・居宅介護支援事業所 等 

在宅医療を受け

ることになる者 

介護・福祉関係機関との連携 

○患者の療養生活において、必要な介護サービスを提供する 

【関係機関の例】・訪問介護事業所 ・介護老人保健施設 等 

在宅医療において積極的役割 

を担う医療機関 

○自院でも在宅医療を提供する 

とともに、他の関係機関とも 

連携し、必要に応じて支援を 

行うなど、在宅医療において 

積極的な役割を担う 

 

【役割を担う医療機関の例】 

・在宅療養支援病院 

・在宅療養支援診療所 

・在宅療養支援歯科診療所 

在宅医療の医療体制 


